
 

 

令 和 ６ 年 ５ 月 13 日 

病 院 局 業 務 課 

 

新潟県病院局ペイシェントハラスメント対策指針を策定しました 

 

 

国によるカスタマーハラスメント対策の推進や県立病院においても患者・家族等か

らの著しい迷惑行為の事例があったこと等を踏まえ、ペイシェントハラスメントから

病院職員等を守るために必要な事項を定めた「新潟県病院局ペイシェントハラスメン

ト対策指針」を策定しました。 

 

 

１ ペイシェントハラスメント対策の目的 

  病院職員の業務負担や精神的負担を軽減し、安心して働ける職場の実現を図ると 

ともに、診療すべき患者への対応に注力し、限られた医療資源の中で一人でも多く 

の患者へ医療サービスを提供することにより患者満足度の向上を図る。 

 

２ 本指針の概要 

  ペイシェントハラスメント対策についての基本的方針、対応例等を示したもので 

あり、各病院において、本指針を基本としながら、独自に対策マニュアルの策定や 

院内の体制を図る。 

・基本的方針：ペイシェントハラスメントの定義を始め、対策を記載。 

       「組織的に対応する」「毅然と対応する」「警察への相談・通報をた 

めらわない」を対策の３本柱として位置づけ。 

・対 応 例：ペイシェントハラスメントを９種類の分類に沿って、それぞれの対 

応例を記載。 
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